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【訂 正】  上記書籍につきまして、以下のような記述の誤りがございましたので、ご連絡申し上

げます。ご迷惑をお掛けしましたことを謹んでお詫び申し上げます。 

ページ・位置 誤 正 

P178 

下 3 行目～ 

(5) 売買の目的物である新築住宅の

売主の瑕疵についての契約の解除、

瑕疵補修又は損害賠償の請求は、買

主がその事実を知った時から、1年

以内にしなければならない。 

(5) 売買の目的物である新築住宅の

売主の瑕疵についての契約の解除、

瑕疵補修又は損害賠償の請求は、売

主は、買主に引き渡した時から 10

年間担保責任を負わなければなら

ない。 

P179 

下 4 行目～ 

(5) 売買の目的物である新築住宅の

売主の瑕疵についての契約の解除、

瑕疵補修又は損害賠償の請求は、買

主がその事実を知った時から、1年

以内にしなければならない（第 95

条第 3項、民法第 566 条第 3項）。

(5) 売買の目的物である新築住宅の

売主の瑕疵についての契約の解除、

瑕疵補修又は損害賠償の請求は、売

主は、買主に引き渡した時から 10

年間担保責任を負わなければなら

ない（第 95 条第 3 項、民法第 566

条第 3項）。 

P248 

下 6 行目～ 

(3) 国の固定資産であれば、当該固定

資産を有料で借り受けた者が公共

の用に供する固定資産として使用

する場合においても、国に固定資産

税が課されることはない。 

(3) 固定資産を有料で借り受けた者

がこれを国並びに都道府県、市町

村、特別区、これらの組合及び財産

区が公用又は公共の用に供する固

定資産として使用する場合におい

ては、当該固定資産の所有者に固定

資産税が課されることはない。 

P249 

下 8 行目～ 

(3) × 国の固定資産であっても、当

該固定資産を有料で借り受けた者

が公共の用に供する固定資産とし

て使用する場合においては、国に固

定資産税を課すことができる（第

348 条第 2項第 1号）。 

(3) × 固定資産を有料で借り受け

た者がこれを国並びに都道府県、市

町村、特別区、これらの組合及び財

産区が公用又は公共の用に供する

固定資産として使用する場合にお

いては、当該固定資産の所有者に固

定資産税を課することができる（第

348 条第 2項第 1号）。 

 




